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Ⅰ 伐採、造林、保育その他森林の整備に関する基本的な事項 

 

 １ 森林整備の現状と課題 

 本市は、愛知県の中央よりやや西部に位置し、東は境川をはさんで刈谷市、北

は東郷町、西は名古屋市、南は大府市に接している。東西６.５３㎞、南北７.６

５㎞、面積は２３.２２ｋ㎡、周囲２７㎞で、北東から南西に丘陵地がひろがり、

東南の一帯は平地である。土地肥沃で、温暖な気候に恵まれているため、農業に

適している。丘陵地帯は、かつて松や広葉樹等の山林であったが、近頃開発が盛

んに行われ、山林は次第に減少し、わずか９３．９５ｈａが残されているのが現

状である。特に名勝地二村山を中心とした広葉樹林等で形成される二村山緑地地

区は、南にＵＲ豊明団地、北に名古屋市街地を控え、都市化における生活環境保

持のための緩衝地帯としての役割と共に市民の憩いの場として利用されている。

今後は、より多くの市民に親しまれるよう、散策路・あずまや等の関連施設と森

林の一体的な整備が望まれる。 

 また、残された森林の整備を進めるうえで、森林のもつ地球環境保全機能、保

健・レクリエーション機能、山地災害防止機能／土壌保全機能、快適環境形成機

能に対する要請を踏まえ、市街化の動向、都市基盤の整備との関連に考慮し、残

された森林の整備保全を進めてゆく必要がある。 

 

 ２ 森林整備の基本方針 

⑴ 地域の目指すべき森林資源の姿 

森林の主な機能を、水源かん養機能、山地災害防止機能／土壌保全機能、快

適環境形成機能、保健・レクリエーション機能、文化機能、生物多様性保全機

能、地球環境保全機能からなる公益的機能及び木材等生産機能に大別し、各機

能に応じた望ましい森林資源の姿を次のとおり定める。 

ア 水源かん養機能 

下層植生とともに樹木の根が発達することにより、水を蓄える隙間に富ん 
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だ浸透・保水能力の高い森林土壌を有する森林であって、必要に応じて浸透を促

進する施設等が整備されている森林 

イ 山地災害防止機能／土壌保全機能 

下層植生が生育するための空間が確保され、適度な光が射し込み、下層植生 

とともに樹木の根が深く広く発達し土壌を保持する能力に優れた森林であって 

必要に応じて山地災害を防ぐ施設が整備されている森林 

ウ 快適環境形成機能 

樹高が高く枝葉が多く茂っているなど遮蔽能力や汚染物質の吸着能力が高 

く、諸被害に対する抵抗性が高い森林 

エ 保健・レクリエーション機能 

身近な自然や自然とのふれあいの場として適切に管理され、多様な樹種等か 

らなり、住民等に憩いと学びの場を提供している森林であって、必要に応じて 

保健・教育活動に適した施設が整備されている森林 

オ 文化機能 

史跡・名勝等と一体となって潤いある自然景観や歴史的風致を構成している 

森林であって、必要に応じて文化活動に適した施設が整備されているなど、精 

神的・文化的・知的向上等を促す場としての森林 

カ 生物多様性保全機能 

原生的な森林生態系、希少な生物が生育・生息する森林、陸域・水域にまた 

がり特有の生物が生育・生息する渓畔林等、その土地固有の生物群集を構成す 

る森林 

キ 木材等生産機能 

林木の生育に適した土壌を有し、木材として利用する上で良好な樹木により 

構成され成長量が高い森林であって、林道等の基盤施設が適切に整備されてい 

る森林 

⑵ 森林の整備及び保全の基本方針 

森林の整備及び保全に当たっては、森林の有する多面的機能を総合的かつ高
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度に発揮させるため、適正な森林施業の実施や森林の保全の確保により健全な

森林資源の維持造成を推進することとする。森林の有する機能ごとの森林整備

及び保全の基本方針を次表のとおり定める。 

 

森林の有する機能ごとの森林整備及び保全の基本方針 

森林の有する機能 森林整備及び保全の基本方針 

水源かん養機能 

地域の用水源として重要なため池及び渓流等の周辺に存する森林に

ついては、水源涵養機能の維持増進を図る森林として整備及び保全を推

進する。 

具体的には、洪水の緩和や良質な水の安定供給を確保する観点から、

適切な保育・間伐を促進しつつ、下層植生や樹木の根を発達させる施業

を基本とするとともに、伐採に伴って発生する裸地については、縮小及

び分散を図る。また、自然条件や住民のニーズ等に応じ、天然力も活用

した施業を推進する。 

 

山地災害防止機能／ 

土壌保全機能 

山腹崩壊等により人命・人家等施設に被害を及ぼすおそれがある森林

など、土砂の流出・崩壊その他山地災害の防備を図る必要のある森林に

ついては、山地災害防止機能／土壌保全機能の維持増進を図る森林とし

て整備及び保全を推進する。 

具体的には、災害に強い市土を形成する観点から、地形、地質等の条

件を考慮した上で、林床の裸地化の縮小及び回避を図る施業を推進す

る。また、自然条件や住民のニーズ等に応じ、天然力も活用した施業を

推進する。 

集落等に近接する山地災害の発生の危険性が高い地域等において、土

砂の流出防備等の機能が十全に発揮されるよう、適切な管理を推進する

とともに、山脚の固定等を図る必要がある場合には、土留等の施設の設

置を推進することを基本とする。 

 

快適環境形成機能 

住民の日常生活に密接な関わりを持つ里山林等であって、騒音や粉塵

等の影響を緩和する森林及び森林の所在する位置、気象条件等からみて

風害、霧害等の気象災害を防止する効果が高い森林については、快適環

境形成機能の維持増進を図る森林として整備及び保全を推進する。 

具体的には、地域の快適な生活環境を保全する観点から、風や騒音等

の防備や大気の浄化のために有効な森林の構成の維持を基本とし、樹種

の多様性を推進する施業や適切な保育・間伐等を推進する。 

 

保健・レクリエーシ

ョン機能 

自然景観や植物群落を有する森林など、住民の保健・教育的利用等に

適した森林については、保健・レクリエーション機能の維持増進を図る

森林として整備及び保全を推進する。 

具体的には、住民に憩いと学びの場を提供する観点から、自然条件や

住民のニーズ等に応じ広葉樹の導入を図るなどの多様な森林整備を推

進する。 
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文化機能 

史跡、名勝等の所在する森林や、これらと一体となり優れた自然景観

等を形成する森林については、潤いある自然景観や歴史的風致を構成す

る観点から、文化機能の維持増進を図る森林として整備及び保全を推進

する。 

具体的には、美的景観の維持・形成に配慮した森林整備を推進する。 

 

生物多様性保全機能 

全ての森林は多様な生物の生育・生息の場として生物多様性の保全に

寄与している。このことを踏まえ、森林生態系の不確実性を踏まえた順

応的管理の考え方に基づき、時間軸を通して適度な攪乱により常に変化

しながらも、一定の広がりにおいてその土地固有の自然条件に適した

様々な生育段階や樹種から構成される森林がバランス良く配置されて

いることを目指す。 

とりわけ、原生的な森林生態系、希少な生物が生育・生息する森林、

陸域・水域にまたがり特有の生物が生育・生息する渓畔林などの属地的

に機能の発揮が求められる森林については、生物多様性保全機能の維持

増進図る森林として保全する。また、野生生物のための回廊の確保にも

配慮した適切な保全を推進する。 

 

木材等生産機能 

 林木の生育に適した森林で、効率的な森林施業が可能な森林は、木材

等生産機能の維持増進を図る森林として整備を推進する。 

具体的には、木材等の林産物を維持的、安定的かつ効率的に供給する

観点から、森林の健全性を確保し、木材需要に応じた樹種及び径級の林

木を生育させるための適切な造林、保育、間伐等を推進することを基本

とする。この場合、施業の集約化や機械化を通じた効率的な整備を推進

することを基本とする。 

 

注１：森林の有する多面的機能については、地形条件、気象条件及び森林の種類などにより発

揮される効果は異なり、また、洪水や渇水を防ぐ役割については、人為的に制御できない

ため、期待される時に必ずしも常に効果が発揮されるものではないことに留意する必要

がある。 

注２：これらの機能以外に森林の有する多面的機能として地球環境保全機能があるが、これに

ついては二酸化炭素の固定、蒸散発散作用等の森林の働きが保たれることによって発揮

される属性のない機能であることに留意する必要がある。 

 

３ 森林施業の合理化に関する基本方針 

 県、市、森林所有者等で相互の連絡を密にして森林施業を計画的に実施するこ

ととする。 
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Ⅱ 森林の整備に関する事項 

 

 第１ 森林の立木竹の伐採に関する事項（間伐に関する事項を除く） 

  １ 樹種別の立木の標準伐期齢 

 樹種ごとに、豊明市全域において平均成長量が最大となる年齢を基準とし、森

林の有する公益的機能、既往の平均伐採齢及び森林の構成を勘案し次表のとお

り定める。 

樹種 スギ ヒノキ マツ類 その他針葉樹 広葉樹 

標準伐期齢 40 年 45 年 40 年 40 年 20 年 

 なお、標準伐期齢は、地域を通じた立木の伐採（主伐）の時期に関する指標と

して定めるものであるが、標準伐期齢に達した時点での森林の伐採を促すため

のものではない。 

  ２ 立木の伐採(主伐)の標準的な方法 

(1) 主伐の方法 

 皆伐(主伐のうち択伐以外のもの)は、気候、地形、土壌等の自然的条件及び公

益的機能の確保の必要性を踏まえ、伐採跡地が連続することがないように特に

留意しつつ、適切な伐採区域の形状、１箇所当たりの伐採面積の規模及び伐採区

域のモザイク的配置に配慮し、伐採面積の規模に応じて、２０ha 毎に保残帯を

設け、適確な更新を図ることとする。 

択伐は、主伐のうち、伐採区域の森林を構成する立木の一部を伐採する方法で

あって、単木・帯状又は樹群を単位として、伐採区域全体ではおおむね均等な割

合で行うものであり、材積に係る伐採率が３０％以下（伐採後の造林が人工造林

による場合にあっては４０％以下）の伐採とする。また、森林の有する多面的機

能の維持増進が図られる適正な林分構造となるよう、適切な伐採率により一定

の立木材積を維持するものとする。 

なお、主伐に当たっては、以下のアからオまでに留意する。 

ア 森林の生物多様性の保全の観点から、野生生物の営巣等に重要な空洞木につ

いて、保残等に努める。 
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イ 森林の多面的機能の発揮の観点から、伐採跡地が連続することがないよう、 

伐採跡地間の距離として、少なくとも周辺森林の成木の樹高程度の幅を確保 

する。 

ウ 伐採後の適確な更新を確保するため、あらかじめ適切な更新の方法を定めそ 

の方法を勘案して伐採を行うものとする。特に、伐採後の更新を天然更新によ 

る場合には、天然稚樹の生育状況、母樹の保存、種子の結実等に配慮する。 

エ 林地の保全、雪崩、落石等の防止、風害等の各種被害の防止、風致の維持 

等のため、渓流周辺や尾根筋等に保護樹帯を設置する。 

オ 上記ア～エに定めるものを除き、「主伐時における伐採・搬出指針の制定につ

いて」（令和３年３月 16 日付け２林整整第 1157 号林野庁長官通知）のうち、

立木の伐採方法に関する事項を踏まえること。 

また、集材に当たっては、林地の保全等を図るため、地域森林計画第４の１（２）

で定める「森林の土地の保全のため林産物の搬出方法を特定する必要のある森

林及びその搬出方法」に適合したものとするとともに、「主伐時における伐採・

搬出指針の制定について」（令和３年３月 16 日付け２林整整第 1157 号林野庁

長官通知）を踏まえ、現地に適した方法により行うものとする。 

(2) 主伐の時期  

木材生産機能を重視する場合については、標準的な施業体系を次のとおりとす

る。その他の場合は、地域の森林構成等を踏まえ、公益的機能の維持・発揮との

調和に配慮し、伐期の長期化等を図ることとする。 

 

樹種 

標準的な施業体系 主伐時期の目安 

（年） 生産目標 期待径級（㎝） 

ス ギ 

心持ち柱材 

一般建築材 

造作,梁,桁,板材 

18 

28 

36 

40 

55 

70 

ヒノキ 

心持ち柱材 

一般建築材 

造作材 

18 

28 

36 

45 

65 

80 

マツ類 
一般材 

長尺材 

18 

28 

40 

70 

広葉樹 きのこ原木 10 20 
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３ その他必要な事項 

 伐採にあたっては、森林の公益的機能の発揮に十分留意し、特に市街化区域又

は市街化区域に隣接する森林区域で １,０００㎡ 以上の広さをもつ団地を対象

に保全すべき貴重な緑の空間の整備を進める。 
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第２ 造林に関する事項 

１ 人工造林に関する事項 

 人工造林については、植栽によらなければ適確な更新が困難な森林や公益的機

能の発揮の必要性から植栽を行うことが適当である森林において行うこととする。 

（1） 人工造林の対象樹種 

人工造林の対象樹種は、適地適木を旨とし、針葉樹のスギ、ヒノキ、マツ類のほ 

か、広葉樹のアベマキ、コナラ等有用広葉樹とする。 

また、土壌条件等によっては、肥料木などの導入も配慮する。品種は、系統の 

明らかなもののうちから、既往実績等を勘案して選定する。また、地域の要望を

考慮し、花粉が少なく成長が早いエリートツリー※等の苗木の選定に努める。 

なお、対象樹種以外の樹種を植栽しようとする場合は、県の林業普及指導員又

は市の林務担当課とも相談の上、適切な樹種を選択するものとする。 

※ 愛知県で種子生産に取り組んでいるエリートツリーは、花粉量が少ない特性も持っている。 

 （2） 人工造林の標準的な方法 

ア 人工造林の樹種別及び仕立ての方法別の植栽本数 

標準的な植栽本数は、育成単層林とする場合は次のとおりとする。なお、育成 

複層林とする場合は、概ね複層林導入時の伐採率(樹冠占有面積又は材積による

率)を乗じて得た本数とする。また、標準的な植栽本数の範囲を超えて植栽しよう

とする場合は、県の林業普及指導員又は市の林務担当課とも相談の上、適切な植

栽本数を決定するものとする。 

樹種 仕立ての方法 標準的な植栽本数(本/㏊) 

スギ 

密仕立て 

中仕立て 

疎仕立て 

5,000 

3,500 

2,500 

ヒノキ 

密仕立て 

中仕立て 

疎仕立て 

5,000 

3,500 

2,500 

マツ類 
密仕立て 

中仕立て 

4,500 

3,000 

広葉樹 
密仕立て 

中仕立て 

4,500 

3,000 

 



 9

イ その他人工造林の方法 

区分 標準的な方法 

地拵えの方法 植栽の支障となる樹木及び下草を伐倒又は刈り払いを行うこととする。また、伐倒

木及び枝条等が、林地内に残存する場合は、林地内に筋置き等によって整理すること

を標準とする。なお、寒風害等の恐れのある箇所については、筋刈りや保護樹の残置

等を併用する。 

植付けの方法・時期 自然条件及び既往の造林方法等を勘案するとともに、春または秋に植え付けること

を標準とするが、苗木をコンテナ苗とする場合は、地域の既往の成績も考慮しながら、

上記以外の時期にも植栽できることとする。 

また、コンテナ苗の活用や伐採と造林を一体で行う一貫作業システムの導入を検討

するものとする。 

低コスト造林 1,000～2,000 本/ha の疎植を行う場合は、チューブや筒状ネット、防護柵等によ

る獣害対策を講じるとともに、経過を確認しつつ、必要に応じて下刈り等の保育作業

を行うものとする。 

  (3) 伐採跡地の人工造林をすべき期間 

 伐採跡地の人工造林については、森林の有する公益的機能の維持及び早期回

復並びに森林資源の造成を旨として、植栽によらなければ適確な更新が困難な

森林においては、皆伐による伐採した年度の翌年度の初日から起算して２年以

内、択伐（択伐率が４/10 を超えないものに限る。）により伐採した場合におい

ては５年以内に行うものとする。また、植栽によらなければ適確な更新が困難な

森林以外の森林においても同様とする。 

 ２ 天然更新に関する事項 

  (1) 天然更新の対象樹種 

 天然更新については、前生稚樹の生育状況、母樹の存在など森林の現況、気候、

地形、土壌等の自然的条件、林業技術体系等からみて、主として天然力の活用に

より適確な更新が図られる森林において行うものとする。 

ア 天然更新の対象とする樹種 

天然更新の対象とする樹種については、適地適木を旨として、更新木として

主林木となることが期待される樹種とし、次表のとおりとする。 

広葉樹 
カシ類、ナラ類、ホオノキ、クスノキ、

サクラ類、カエデ類、シデ類等 

 ぼう芽による更新が可能な樹種 同上 
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イ 天然更新すべき立木の本数 

天然更新すべき立木の本数については、次表に示す天然更新の完了基準 

によるものとする。 

天然更新の 

完了基準 

⑴ 後継樹は、更新対象樹種のうち樹高が 0.5 メートル以上の稚樹、幼

樹、若齢木、ぼう芽枝等とする。 

⑵ 更新が完了した状態は、次表で示す期待成立本数に 3/10 を乗じた

本数が確保されていることとする。 

⑶ 上記の条件を満たす場合であっても、獣害等により健全な生育が期

待できなおそれがある場合には、適切な防除方策を実施すること。 

（2） 天然更新の標準的な方法 

ア 天然更新の対象樹種の期待成立本数 

 天然更新の対象樹種については、期待成立本数は次表のとおりとし、天然更

新を行う際には、その本数に 10 分の 3 を乗じた本数以上の本数（ただし、

草丈以上のものに限る。）を更新するものとする。 

樹種 期待成立本数（樹高は、３０㎝以上とする） 

広葉樹 10,000 本/㏊ 

   イ 天然更新補助作業の標準的な方法 

天然下種更新による場合は、必要に応じて次表の天然更新補助作業を行う。 

区分 標準的な方法 

地表処理 
 ササや粗腐植の堆積等により天然下種更新が阻害されている箇所に

おいて、かき起こし、枝条整理等の作業を行う。 

刈出し 
 ササなどの下層植生により天然稚樹の生育が阻害されている箇所に

ついて行う。 

植込 
 天然稚樹の生育状況等を勘案し、天然更新の不十分な箇所に必要な

本数を植栽する。 

芽かき等 
 ぼう芽更新による場合には、ぼう芽の発生状況等を考慮し、必要に応

じ、芽かき又は植込を行う。 

   ウ その他天然更新の方法 

  伐採跡地の天然更新の状況を確認する方法は、以下のとおりする。 

 なお、更新すべき立木の本数に満たず、天然更新が困難であると判断される場

合には天然更新補助作業又は人工造林により確実に更新を図る。 

(ｱ) 標準地の面積は、０．０１㏊程度とする。標準地の設定数は、対象区域が

１㏊未満の場合は１か所。1 ㏊以上の場合は、１㏊につき１箇所設定する。 

(ｲ) 調査内容など標準地の全本数を樹種ごとに確認し、記録する。 
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（3） 伐採跡地の天然更新をすべき期間 

天然更新は、森林の早期回復並びに森林資源の造成を旨として、伐採した年

度の翌年度の初日から起算して５年を経過した時点で、２の(1) に定める天然

更新の完了基準を満たしている場合に完了したものとする。なお、その時点で

期待成立本数の１０分の３を下回るものについて、その後２年以内に１０分の

３以上となるよう植栽し、更新を完了するものとする。 

 ３ 植栽によらなければ適確な更新が困難な森林に関する事項 

該当なし。 

 ４ 森林法第１０条の９第４項の規定に基づく伐採の中止又は造林をすべき旨の命

令の基準 

 森林法第１０条の９第４項の伐採の中止又は造林の命令の基準については、次

のとおり定める。 

   (1) 造林の対象樹種 

    ア 人工造林の場合については、１の⑴による。 

    イ 天然更新の場合については、２の⑴のアによる。 

   (2) 生育し得る最大の立木の本数として想定される本数 

 植栽によらなければ適確な更新が困難な森林以外の森林の伐採跡地におけ

る数を定めるにあたり、天然更新の対象樹種の立木が５年生時点で、生育し得

る最大の立木の本数として１０，０００本/㏊とする。 

また、対象樹種のうち周辺の草丈に一定程度の余裕高を加えた樹高以上の

ものについて、その本数に１０ 分の３を乗じた本数以上の本数を成立させる

ものとする。 

 ５ その他必要な事項 

   特になし。 
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第３ 間伐を実施すべき標準的な林齢、間伐及び保育の標準的な方法、その他間伐及

び保育の基準 

 １ 間伐を実施すべき標準的な林齢及び間伐の標準的な方法 

 間伐は、森林の立木の成育の促進並びに林分の健全化及び利用価値の向上を図る

ものとし、間伐の回数及びその実施時期、間伐率等について、次表を標準とする。 

 ただし、伐採年度の翌伐採年度の初日から起算しておおむね５年後においてその

森林の樹冠疎密度が１０分の８以上に回復することが認められる範囲内で行うも

のとする。 

樹種 施業体系 

植栽本数 

（本

/ha） 

間伐を実施すべき 

標準的な林齢（年） 

及び回数 標準的な方法 
備 

考 

初回 2 回目 
3 回目 

以降 

スギ 

密仕立て 5,000 16 22 29  伐採率は、材積で概ね 35％

以下とする。間伐木の選定は、

林分構成の適正化を図るよう

形質不良木等に偏ることなく

行うこととする。 

 効率的な作業実施上、必要

に応じて列状伐採の実施も考

慮することとする。 

 

中仕立て 3,500 16 24 － 

疎仕立て 2,500 16 24 － 

ヒノキ 

密仕立て 5,000 16 22 29 

中仕立て 3,500 16 24 － 

疎仕立て 2,500 16 24 － 

 標準伐期齢以上の林齢についても対象とし、高齢級の森林における間伐について

は、立木の成長力に留意する。 

 間伐の実施の時期については、上記の標準的な樹齢とするほか、平均的な間伐の

実施時期の間隔の年数は、標準伐期齢未満の場合は１０年、標準伐期齢以上の場合

は１５年とする。 

 ２ 保育の種類別の標準的な方法 

   保育の標準的な方法については、次表のとおりとする。 

保育の 

種類 
樹種 

実施すべき標準的な 

林齢及び回数 標準的な方法 
備 

考 
１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 12 16 

下 刈 
ス ギ ２ １ １ １ １ １ １ １     植栽木が下草から抜け出る間に行う。実施時期

は６月から７月頃を目安とする。 

 

ヒノキ ２ １ １ １ １ １ １ １    

つる切 
ス ギ         １ １   下刈終了後、つるの繁茂の状況に応じて行う。

実施時期は、６月から７月頃を目安とする。 

 

ヒノキ         １ １  
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除 伐 

ス ギ         １ １  
 造林木の成長を阻害したり、阻害が予想される

侵入木や形質不良木を除去する。侵入した広葉樹

については、土壌の維持や改善、景観の向上等を

図るため、形質の良好なものの保存を考慮する。

実施時期は、６月から８月頃を目安とする。 

 

ヒノキ         １ １  

枝打ち 
ス ギ         １ １ 1  病害虫の発生を予防するとともに、材の完満度を

高め、優良材を得るために行う。実施時期は樹木

の生長休止期の１１月から３月頃とする。 

 

ヒノキ         １ １ 1 

 

 ３ その他必要な事項 

 森林法第１０条の１０に基づき、間伐又は保育が適正に実施されていない森林

であってこれらを早急に実施する必要のあるもの（以下、「要間伐森林」という。）

については、要間伐森林である旨並びに当該要間伐森林について実施すべき間伐

又は保育の方法及び時期を森林所有者に対して通知を行う。 

 

第４ 公益的機能別施業森林等の整備に関する事項 

 1 公益的機能別施業森林の区域及び当該区域内における施業の方法 

  (1) 水源の涵養の機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林 

   ア 区域の設定 

     該当なし。 

   イ 施業の方法 

     該当なし。 

  (2) 土地に関する災害の防止及び土壌の保全の機能、快適な環境の形成の機能又

は保健文化機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林その他水源

涵養機能維持増進森林以外の森林 

   ア 区域の設定 

 土地に関する災害の防止及び土壌の保全の機能、快適な環境の形成の機能

又は保健文化機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林は別表

１のとおりとする。 

   イ 施業の方法 
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 森林施業の方法として、地形・地質等の条件を考慮した上で伐採に伴って発

生する裸地化の縮小並びに回避を図るとともに天然力も活用した施業、風や

騒音等の防備や大気の浄化のために有効な森林の構成の維持を図るための施

業、憩いと学びの場を提供する観点からの広葉樹の導入を図る施業、美的景観

の維持・形成に配慮した施業を推進する。 

 特にこれらの公益的機能の発揮を図る森林については択伐による複層林施

業を行うものとし、それ以外の公益的機能別施業森林については択伐以外の

方法による複層林施業を行うものとする。ただし、適切な伐区の形状・配置等

により、伐採後の林分においても、公益的機能が発揮できる場合には、長伐期

施業（標準伐期齢のおおむね２倍に相当する林齢を超える林齢において主伐

を行う森林施業をいう。以下同じ。）を行った上で皆伐することも可能であり、

この場合は伐採に伴って発生する裸地の縮小及び分散を図るものとする。 

 なお、保健文化機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林の

うち、特に地域独自の景観等が求められ、風致の優れた森林の維持又は造成を

図るべき森林においては、特定の樹種の広葉樹を育成する森林施業を推進す

るものとする。 

 それぞれの森林の区域については別表２のとおりとする。 

     長伐期施業を推進すべき森林の伐期齢の下限 

樹種 

スギ ヒノキ マツ類 その他針葉樹 広葉樹 

80 年 90 年 80 年 80 年 40 年 

  

２ 木材の生産機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林の区域及び当

該区域における施業の方法 

  (1) 区域の設定 

    該当なし。 

  (2)施業の方法 

    該当なし。 
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    別表１ 

区分 森林の区域 面積（ha） 

水源の涵養の機能の維持増進を図るための森林施業を推進

すべき森林 
該当なし  

土地に関する災害の防止及び土壌の保全の機能の維持増進

を図るための森林施業を推進すべき森林 
該当なし  

快適な環境の形成の機能の維持増進を図るための森林施業

を推進すべき森林 
該当なし  

保健文化機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべ

き森林 
二村山地区 12.2 

その他公益的機能の維持増進を図るための森林施業を推進

すべき森林 
該当なし  

木材の生産機能の維持増進を図るための森林施業を推進す

べき森林 
該当なし  

 

     別表２ 

施業の方法 森林の区域 面積（ha） 

 伐期の延長を推進すべき森林 該当なし  

 長伐期施業を推進すべき森林 二村山地区 12.2 

 複層林施業を推進 

 すべき森林 

 複層林施業を推進すべき森林（択伐に 

 よるものを除く） 
該当なし  

 択伐による複層林施業を推進すべき 

 森林 
該当なし  

 特定広葉樹の育成を行う森林施業を推進すべき森林 該当なし  

  

３ その他必要な事項 

  (1) 施業実施協定の締結の促進方法 

    該当なし。 

  (2) その他 

    該当なし。 
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第５ 委託を受けて行う森林の施業又は経営の実施の促進に関する事項 

 １ 森林の経営の受委託等による森林の経営の規模の拡大に関する方針 

   該当なし。 

 ２ 森林の経営の受委託等による森林の経営の規模の拡大を促進するための方策 

   該当なし。 

 ３ 森林の経営の受委託等を実施する上で留意すべき事項 

   該当なし。 

 ４ 森林経営管理制度の活用に関する事項 

   該当なし。 

 ５ その他必要な事項 

   該当なし。 

 

第６ 森林施業の共同化の促進に関する事項 

 １ 森林施業の共同化の促進に関する方針  

   該当なし。 

 ２ 施業実施協定の締結その他森林施業の共同化の促進方策  

   該当なし。 

 ３ 共同して森林施業を実施する上で留意すべき事項  

   該当なし。 

 ４ その他必要な事項 

   該当なし。 

 

第７ 作業路網その他森林の整備のために必要な施設の整備に関する事項 

 １ 効率的な森林施業を推進するための路網密度の水準及び作業システムに関する

事項 

   該当なし。 

 



 17

 ２ 路網整備と併せて効率的な森林施業を推進する区域に関する事項 

   該当なし。 

 ３ 作業路網の整備に関する事項 

   該当なし。 

 ４ その他必要な事項 

   該当なし。 

 

第８ その他必要な事項 

 １ 林業に従事する者の養成及び確保に関する事項 

   特になし。 

 ２ 森林施業の合理化を図るために必要な機械の導入の促進に関する事項 

   特になし。 

 ３ 林産物の利用の促進のために必要な施設の整備に関する事項 

   特になし。 
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Ⅲ 森林の保護に関する事項  

 

 第１ 鳥獣害の防止に関する事項 

  １ 鳥獣害防止森林区域及び当該区域内における鳥獣害の防止の方法 

 野生鳥獣による森林の被害状況等に応じ、当該鳥獣害を防止するための措置

を実施すべき森林の区域及び当該区域内における鳥獣害の防止方法について定

める。 

   (1) 区域の設定 

     設定なし。 

   (2) 鳥獣害の防止の方法 

     該当なし。 

  ２ その他必要な事項 

     該当なし。 

 

 第２ 森林病害虫の駆除及び方法、火災の予防その他の森林の保護に関する事項 

  １ 森林病害虫等の駆除及び予防の方法 

   (1) 森林病害虫等の駆除及び予防の方針及び方法 

 森林病害虫等による被害については､その早期発見及び早期駆除に努め、か

つ、的確な防除の推進を図るとともに、積極的に予防措置を講ずるものとする。 

 特に、松くい虫の被害については、森林病害虫等防除法に基づき、地上散布、

樹幹注入、特別伐倒駆除（破砕又は焼却）等の対策により、被害の早急な終息

を目指す。 

 また、カシノナガキクイムシによるナラ枯れ被害についても、被害木の伐倒

くん蒸、焼却や薬剤処理等により、被害の拡大防止及び防除に努める。 

 なお、森林病害虫等のまん延のため緊急に伐倒駆除する必要が生じた場合等

については、伐採の促進に関する指導等を行う。 
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   (2) その他 

 森林病害虫等による被害の未然防止、早期発見及び薬剤等による早期駆除な

どに向け、県、森林所有者等間の連絡等の体制強化を図る。 

 

  ２ 鳥獣被害対策の方法（第１に掲げる事項を除く） 

    該当なし。 

 

  ３  林野火災の予防の方法 

    以下の対策を推進する。 

     (1) 林野火災予防思想の普及及び啓発 

     (2) 林野パトロールの実施 

 

  ４ 森林病害虫の駆除等のための火入れを実施する場合の留意事項 

 火入れを実施する場合には、豊明市火入れに関する条例及び豊明市火入れに

関する条例施行規則を遵守するものとする。 

 

  ５ その他必要な事項 

   (1) 病虫害の被害を受けている等の理由により伐採を促進すべき森林 

     該当なし。 

   (2) その他 

     該当なし。 
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Ⅳ 森林の保健機能の増進に関する事項 

 

 １ 保健機能森林の区域 

   保健機能森林の区域は、次表のとおりとする。 

森林の所在 位置 面積 対図番号 備考 

二村山地区 
沓掛町皿池上 

峠前 
12.2ha 別添の概要図に図示①  

  

２ 保健機能森林の区域内の森林における造林、保育、伐採その他の施業の方法に関

する事項 

 優れた風致・景観の維持、裸地化の回避による森林の有する公益的機能の維持

増進を図るため択伐による施業（特定広葉樹の育成を行う施業等）の非皆伐施業

を原則とする。なお、望ましい施業の方法、施業を実施する上での留意事項につ

いては、次表のとおりする。 

   造林、保育、伐採その他施業の方法 

施業の区分 施業の方法 

造林 天然更新とする、更新が困難な場合は、広葉樹植栽をする。 

保育 下刈り、つる切り、除伐などを適切に実施する。 

伐採 非皆伐施業、択伐とする。 

その他 
他法令により、制限を受けている森林については、法令に定める方法

による。 

 

 ３ 保健機能森林の区域内における森林保健施設の整備に関する事項 

  (1) 森林保健施設の整備 

    特になし。 

  (2) 立木の期待平均樹高 

   

樹種 
期待平均樹高 

備

考 

広葉樹 15ｍ  

  

４ その他必要な事項 

   特になし。 
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Ⅴ その他森林の整備のために必要な事項 

 

 １ 森林経営計画の作成に関する事項 

 単独による森林経営計画の作成が困難な所有者には、森林整備計画の達成に向け、

市も協力しながら森林経営計画の作成を推進する。 

  (1) 森林経営計画の記載内容に関する事項 

 森林経営計画を作成するに当たっては、次に掲げる事項について適切に計画す

るものとする。 

   ア Ⅱの第２の３の植栽によらなければ適確な更新が困難な森林における主伐

後の植栽 

   イ Ⅱの第４の公益的機能別施業森林の整備に関する事項 

   ウ Ⅱの第５の３の森林の経営の受委託等を実施する上で留意すべき事項及び

Ⅱの第６の３の共同して森林施業を実施する上で留意すべき事項 

   エ Ⅲの森林の保護に関する事項 

  (2) 森林法施行規則第 33 条第１号ロの規定に基づく区域 

        特になし。 

 

 ２ 生活環境の整備に関する事項 

   特になし。 

 

 ３ 森林整備を通じた地域振興に関する事項 

   森林の有する多面的機能の理解を深めため、地域住民との交流を図る。 

公共建築物等において積極的に地域材の利用を推進する。 

地域材利用の普及啓発に努める。 

 

 ４ 森林の総合利用の推進に関する事項 

   森林の総合利用施設の整備計画特になし。 
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 ５ 住民参加による森林の整備に関する事項 

  (1) 地域住民参加による取組に関する事項 

 二村山地区は、歴史的にも非常に貴重な場所であるため、自然環境を整備し、

市民が身近に自然と親しみ、それを維持してゆくという考え方を普及する。 

  (2) 上下流連携による取組に関する事項 

    特になし。 

  (3) その他 

    環境の保全等については、今後とも地域と一体となり推進していく。 

 

 ６ 森林経営管理制度に基づく事業に関する事項 

   該当なし。 

 

 ７ その他必要な事項 

   盛土等に伴う災害を防止するため、宅地造成及び特定盛土等規制法（昭和３６年 

法律第１９１号）に基づく規制区域の森林の土地においては、適正な制度運用を 

行っていく。 

   砂防法等その他法令により制限を受けている森林においては、当該制限に従っ 

て施業を実施する。 


